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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアゾールが揮発性の浮遊粒子と固体の浮遊粒子を含有する、エアゾールのキャリヤガ
ス内の浮遊粒子の特性化、分離及び／又は除去をするための方法であって、この方法が、
希釈ガスでエアゾールを希釈するステップと、この希釈をするステップの後に、揮発性の
浮遊粒子が蒸発して揮発性の物質になる温度にエアゾールを加熱するステップを有し、こ
の加熱をするステップが、希釈をするステップが行なわれる場所から離れた場所で行なわ
れ、エアゾールを希釈するステップでは、元の温度にエアゾールを後から冷却した場合で
も揮発性の物質がもはや凝縮しないように、希釈が調整されること、エアゾール内に残っ
ている固体の浮遊粒子を検出し、固体の浮遊粒子が存在した場合には、固体の浮遊粒子を
特性化する及び／又はその量を測定するために、エアゾールの少なくとも適当な部分量を
分析するステップが行なわれることを特徴とする方法。
【請求項２】
　エアゾールを加熱するステップで、エアゾールが、少なくとも１８０°Ｃの温度に加熱
されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法を実施するための装置であって、この装置が、ガス供給部
及びガス導出部と、希釈ガスでエアゾールを希釈するための希釈ユニット（１３）と、揮
発性の浮遊粒子が蒸発して揮発性の物質になる温度にエアゾールを加熱するための加熱手
段とを備え、希釈ユニットが、加熱手段から場所を離してエアゾールの流れ方向で加熱手
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段の前に接続されており、元の温度にエアゾールを後から冷却した場合でも揮発性の物質
がもはや凝縮しないように希釈が行なわれるよう、希釈ユニットが調整されていること、
エアゾールの流れ方向で希釈ユニットと加熱手段の後に接続ざれた、希釈及び加熱後にエ
アゾール内に残っている固体の浮遊粒子の特性化及び／又は定量化をすることが可能な測
定ユニットが設けられていることを特徴とする装置。
【請求項４】
　加熱手段が、これらの加熱手段が、標準運転でエアゾールを少なくとも１８０°Ｃの温
度に加熱するように形成されていることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　特性化すべき生ガスを有する生ガス通路（１）内に、時間的に一定でない容積流が存在
し、少なくとも１つの測定ユニットへと測定ガスを供給するための測定ガス通路（４）が
存在する、請求項１又は２に記載の、エアゾールのキャリヤガス内の浮遊粒子の特性化、
分離及び／又は除去をするための方法であって、この方法が、希釈ガスを測定ガス通路（
４）に貫流させるステップと、生ガス通路（１，２１）内の容積流を確認するステップと
、単位時間毎に搬送される生ガス量が、生ガス通路（１，２１）内の容積流に依存して、
生ガス通路内の容積流が大きくなればなるほど増々大きくなるように搬送が調整される、
測定ガス通路内に生ガス通路（１，２１）からの生ガスを搬送するステップを備えること
を特徴とする方法。
【請求項６】
　単位時間毎に搬送される生ガス量が、生ガス通路（１，２１）内の容積流に比例するこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　生ガス通路内の容積流が、生ガス通路からの生ガスを搬送する場所から空間的な間隔を
置いて確認されること、この空間的な間隔に依存する時間差を修正して、単位時間ごとに
搬送される生ガス量が、生ガス通路（１，２１）内の容積流に比例することを特徴とする
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　測定ガス通路内の容積流も確認されること、単位時間毎に生ガス通路から測定ガス通路
へと搬送される生ガス量が、測定ガス通路内の希釈ガスの容積流が大きくなればなるほど
増々大きくなることを特徴とする請求項５～７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　単位時間毎に搬送される生ガス量が、測定ガス通路内の容積流に比例することを特徴と
する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　測定ガス通路内の容積流が、生ガスを測定ガス通路へと搬送する場所から空間的な間隔
を置いて確認されること、この空間的な間隔に依存する時間差を修正して、単位時間毎に
搬送される生ガス量が、測定ガス通路内の容積流に比例することを特徴とする請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　エアゾール流入口を有する生ガス通路と、希釈ガス流入口を有する測定ガス通路と、測
定ガス通路へと生ガス通路からのエアゾールを配量して搬送するための搬送手段（１３）
とを備える、請求項５～１０のいずれか１つに記載の方法を実施するための装置において
、生ガス通路内でのエアゾール貫流を設定するための手段と、測定ガス通路への生ガスの
搬送を調整するための調整器（１２）とが設けられており、この調整器が、搬送手段が生
ガス通路内の生ガス容積流が大きくなればなるほど増々多く生ガスを搬送するように、形
成されかつ搬送手段と作用結合していることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　少なくともエアゾールの一部分が、冷却による過飽和状態の揮発性の物質の蒸気を備え
られ、これにより揮発性の物質が浮遊粒子の表面で凝縮し、これにより滴が生じ、そして
引き続き滴が光線を通るように移送され、これにより迷光パルスを生じさせ、この迷光パ
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ルスが、滴をカウントするために検出される、請求項１又は２又は７～１０のいずれか１
つに記載のエアゾールのキャリヤガス内の浮遊粒子の特性化、分離及び／又は除去をする
ための方法において、迷光パルス強度の頻度分布が、検出及び評価されることを特徴とす
る方法。
【請求項１３】
　多数の粒子の迷光パルスの迷光パルス強度が、検出及び評価されること、確認された迷
光パルス強度の頻度分布に基づいて、検出された全ての迷光パルスの量に対する、迷光パ
ルス検出限度の近傍の低い強度を有する迷光パルスの量の割合が確認されることを特徴と
する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　エアゾールが揮発性の物質を備えることができる飽和器（４１）と、揮発性の物質を過
飽和状態にすることが可能である条件が支配する、冷却手段（４２）を備えているコンデ
ンサ（４３）と、コンデンサからの浮遊粒子が光線を通るように移送可能である測定室と
、浮遊粒子において光線の光を分散させることによって生じさせられる迷光パルスの数を
検出するための検出手段とを備える、請求項１２又は１３に記載の方法を実施するための
装置において、迷光パルス強度の頻度分布を評価するために形成されている評価手段が設
けられていることを特徴とする装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリヤガス内の浮遊粒子の検出、特性化及び／又は除去の分野に関する。
特に、この発明は、キャリヤガス内の浮遊粒子の特性化、分離及び／又は除去をするため
の方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭、個人輸送、貨物輸送及び産業における排出物源からの排気ガスは、浮遊粒子を含
有する。浮遊粒子及びキャリヤガスから成る物質混合物は、しばしばエアゾールと呼ばれ
る。特に、微小な浮遊粒子は、公衆の心配の原因を与える。何故なら、これらの浮遊粒子
は、肺に入り、健康上の作用を有してしまうからである。
【０００３】
　放出物源の特性化及び排気ガス内の浮遊粒子の測定のため、第１のステップで純粋な試
料を得なければならず、これらの試料の浮遊粒子濃度は、放出物源から放出される有害な
浮遊粒子の量に関する直接の情報を可能にする。更に、その有害性を考慮したできるだけ
表現力のある浮遊粒子の特性化を可能にする測定法が提供されなければならない。
【０００４】
　パーティクル測定のため、伝統的に重量測定の方法が適用される。即ち、例えばフィル
タで分離されるパーティクルの質量が測定され、排気ガスの有害性のための指標として使
用される。よりによって、肺に入るので特に危険な小さい平均サイズのパーティクルが、
大きな粒子と比べて重要でないことが欠点である。
【０００５】
　従って、エンジン及び自動車のパーティクル放出物を測定する場合、確認されるパーテ
ィクルの数は、特性値として重要性を増す。
【０００６】
　有害性に見合った測定結果を重量測定の測定値として供給したり、例えばパーティクル
数をその全質量の代わりに確認する測定方法及び相応の装置を任意に使用可能にすること
は望ましい。このようなことは、新しい排気ガス基準を習得する場合にも必要とされる（
例えば、計画案では、ＵＮＥＣＥ／ＧＰＰＥのパーティクル測定プログラム（ＰＭＰ））
。加えて、測定装置は、この測定装置が局所的な道路交通局及び車庫等の測定用試験台で
使用できるように、できるだけ安価でコンパクトであるべきである。
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【０００７】
　これらの条件に適合される測定方法及び装置への道を、本発明は行く。
【０００８】
　パーティクル数の確認をするための測定方法は、それ自身公知である。しかしながら、
以下の問題が生じる：
【０００９】
１．希釈：完全な排気ガス流は決して測定することができないので、その浮遊粒子濃度が
確認される全浮遊粒子量に関する情報を可能にする試料が採取可能でなければならない。
従来技術によれば、測定システムの前には、しばしばいわゆる全流量希釈器が接続される
：排気ガス全体が測定系統に供給され、付加的に、測定系統内の容積流が排気ガス量に依
存せずに一定であるように多く希釈ガスが添加される。この方法で、測定系統内の浮遊粒
子の濃縮が、確認される全パーティクル量に比例することが得られる。測定のために、任
意の大きさの部分量だけが測定系統内のガスから分岐され、その中に含まれるパーティク
ル濃度が確認されなければならない。しかしながら、全流量希釈を基盤とする測定システ
ムは、非常に費用がかかり、大きくそして高価である。何故なら、非常に大きなガス容積
が処理されなければならないからである（測定系統内の容積流は、エンジンが例えば全負
荷の場合、最大の排気ガス流よりも大きくなければならない）。
【００１０】
２．揮発性の浮遊粒子：浮遊粒子は、揮発性及び固体の物質の混合物である。このような
状況は、例えばディーゼル排気ガスの場合に存在し、この場合、固体の塵埃粒子は、主に
炭素から成り、揮発性の粒子は、凝縮された炭化水素及び／又は硫酸及び水から成る。多
くの場合、固体の浮遊粒子から揮発性の浮遊粒子を分離するか、又は揮発性の浮遊粒子を
除去することが望ましい。例えば、気道の疾病が問題である場合、主に固体の浮遊粒子は
、排気ガスの有害性に寄与する。加えて、揮発性の浮遊粒子の有害性の場合－有害性の程
度は、現在の調査の対象である－、他の測定基準が基準となり、その数は、第１の近似で
は重要ではないものの、全質量は重要である。
【００１１】
　測定ガスから揮発性の浮遊粒子を除去するため、従来技術によれば、いくつかの手がか
りがある：
【００１２】
　熱吸収器：熱吸収器（しばしば、熱剥離器とも呼ばれる）は、２～３年前から使用され
た、また種々の供給者（ＴＳＩ／Ｔｏｐａｓ；Ｄｅｋａｔｉ）によって宣伝されたエアゾ
ールから揮発性のパーティクルを除去するための装備である。熱吸収器は、加熱されたチ
ューブから成り、このチューブ内で、エアゾールは一定の温度にされ、これにより揮発性
のエアゾール成分を蒸発させることができ、これに、いわゆるチャコールトラップが続き
、このチャコールトラップにおいて、エアゾール蒸気混合物が線材格子壁部を有するチュ
ーブを経て案内され、このチューブの外に、チャコール（顆粒）が存在する。揮発性のエ
アゾール成分の蒸気分子は、その強力な拡散運動に基づいて、チャコール粒にまで前進し
、ここで蒸気分子は、吸収され、従ってエアゾールから除去される。蒸発してない固体の
エアゾールパーティクルは、格子壁部を有するチューブを経るガス流に従う。チャコール
トラップの後では、エアゾールは、チャコールによる吸収に基づいて、既に全く凝縮しな
いか、些細なほどにしか濃縮しないほど僅かにしか蒸気を含んでいない。揮発性のエアゾ
ール成分の除去は、望ましくない状況の下ではチャコールの飽和度に依存する。
【００１３】
　エジェクタ希釈器（Ｄｅｋａｔｉ）：フィンランドの会社Ｄｅｋａｔｉは、いわゆるエ
ジェクタ希釈器を提供し、このエジェクタ希釈器の場合、生エアゾールは、ノズルによっ
て案内され、高速の希釈空気流によって共に移動される。エジェクタ希釈器の欠点は、希
釈特性の狭い調整幅及びその圧力特性への依存である。
【００１４】
３．小さいパーティクルの場合の測定難度：慣用の測定法は、その限界を、非常に小さい
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浮遊粒子をカウントする際に有し、これらの浮遊粒子は、数に関して特に重要とすること
ができる。
【００１５】
　浮遊粒子をカウントするためのそれ自身慣用の方法は、光線を通過する際のこのパーテ
ィクルの迷光に基づく。このため、パーティクルは、ノズルによって連続的な光線を経る
ように吹き付けられる。ノズル直径、パーティクル濃度及び光線直径を相応に寸法設定す
ることによって、それぞれただ１つの個別のパーティクルが光線内に存在することを保証
することができる。光線を通過する際、パーティクルは、光を、光線方向以外の空間方向
に分散させる。従って、これらの空間方向に配設されているフォトダイオードは、パーテ
ィクルが通過している間の光強度の上昇を検出する。従って、このようにして測定された
迷光パルスの数は、カウント光学体へと噴射されているパーティクルの数と等しい。
【００１６】
　分散された光の強度は、強くパーティクルの大きさに依存する。２００～３００ｎｍの
パーティクルサイズ以下で、迷光信号の設定は、非常に費用がかかるか、又は実際もはや
可能でない。従って、光分散に関する粒子カウントの方法は、しばしばいわゆる凝縮核カ
ウンタ（ＣＮＣ）と組み合わせて使用される。即ち、微小範囲にあるパーティクルが、パ
ーティクルによって分散される光の強度が僅かであるために、光学的な方法によるカウン
トから逃れるので、パーティクルは、凝縮核カウンタにおいて、パーティクルがカウント
のために十分な迷光信号を供給するまで、液体の蒸発によって物理的に「拡大」される。
このため、微小パーティクルを含有するエアゾールは、先ず飽和した液体の蒸気を介して
導かれ、引き続き、強く冷却することによってコンデンサ内で蒸気の過飽和が発生され、
その結果、この蒸気は、使用可能な表面上で、特にパーティクル上で凝縮する。パーティ
クル上で凝縮する滴が凝縮プロセスの終了までに達する直径は、全くエアゾールパーティ
クルの元の大きさに依存しない。
【００１７】
　しばしば、ブタノールは、蒸発した液体として使用される。即ち、パーティクルを含有
するガスは、先ず、加熱された区間（３５°Ｃ）を経てブタノール浴の上を流れる。この
場合、ガスは、ブタノール蒸気によって飽和される。引き続き、冷やされた部分（コンデ
ンサ，１０°Ｃ）が続き、ここで、蒸気は、温度が下げられたために過飽和にされ、パー
ティクルは凝縮する。パーティクルは、このようにして典型的に約１０μｍの直径の滴へ
と成長する。
【００１８】
　但し、滴形成は、先ず、導入されたエアゾールパーティクルのある程度の最小直径以上
で機能する。過飽和は、均質な核形成が、即ち凝縮核のない滴形成が何ら生じないような
大きさであるだけでよい。他方で、過飽和は、非常に小さい粒子も成長すること（粒子が
小さい場合の蒸気圧増大）ができるようにできるだけ大きくあるべきである。過飽和が生
じた場合は、最小の直径Ｄｋが、ケルビンが与えた方程式によって設定される：
即ち、
 
　　Ｄｋ＝４・sigma・Ｍ／（ＲＴ・rho・ln（Ｓ））
 
であり、ここで
　　Ｄｋ　：ケルビン直径
　　sigma　：表面張力
　　Ｍ　　：蒸気分子のモル質量
　　rho　　：液体の密度
　　Ｒ　　：気体定数
　　Ｓ　　：過飽和
である。
【００１９】
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　方程式は、蒸気の材料から成る滴のために、即ち先ず、既に少なくとも１つの蒸気の単
層がパーティクル上に吸着している場合に通用する。この単層が生じる条件は、パーティ
クル表面に依存する。
【００２０】
　凝縮核カウンタ（ＣＮＣ）にとって、これは、以下のことを意味する：
【００２１】
１．第１の層を形成するための条件が満たされなければならない（パーティクル材料，表
面構造に依存する）。
【００２２】
２．パーティクルが更なる成長をすることができるように、臨界的な過飽和が達せられな
ければならないか、もしくは、Ｄ＞Ｄｋでなければならない。
【００２３】
　これらのこと以外に、更にまたＣＮＣにおける拡散損失も、非常に小さいパーティクル
の測定を妨げてしまう。
【００２４】
　パーティクルサイズのための典型的な下限は、約２０ｎｍであるか、又は更にこれより
も小さい。今日では既に、３ｎｍである場合に既に５０％の効率を備えるモデルがある。
ＣＮＣにおいて生じる滴の最終サイズは、全くパーティクルサイズに依存しない。
【００２５】
　エンジン及び自動車の排出物から成るパーティクルを測定する場合、－例えば、試料採
取の際の凝縮物形成のために－パーティクルの些細でない割合が、直径と関係する凝縮核
カウンタのこの限界感度の近傍に存在する。その際、測定結果は、瞬間的な、また標準的
に安定してないパーティクルのサイズ分布に強く依存し、従ってもはや信頼性がない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　本発明は、即ち以下の課題を提起する：
【００２７】
　本発明の第１の課題は、エアゾールの十分な特性化又は処理のためにもう固体の塵埃粒
子しか残っていないように、揮発性の浮遊粒子を分離するための装置を提供することであ
る。装置は、既存の装置の欠点を回避し、特に製造及び取り扱いが簡単で、確実に働き、
そしてできるだけ十分に揮発性の浮遊粒子の除去を可能にすべきである。
【００２８】
　本発明の第２の課題は、変化する容積流からの時間に臨界的なパーティクル測定をする
際の邪魔な影響因子を最小化し、その際、不利な全流量希釈から離れる方法及び装置を提
供することである。
【００２９】
　本発明の更なる課題は、測定がもはや確実でなく、場合によっては別の方法によって補
完されなければならない状態の確定を可能にする方法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明の第１の態様に応じて提供された揮発性の浮遊粒子を分離するための方法及び相
応の装置は、加熱区間及び希釈ユニットに基づく。例えば、装置は、
ａ）加熱区間及び後続の希釈ユニット、又は、
ｂ）希釈ユニット及び後続の加熱区間、
を備えている。
【００３１】
　加熱区間では、エアゾールの温度が、その揮発性の成分が気体相へと移行するように高
められる。従って、加熱区間の終端部には、変更された物質混合物が存在し、この物質混
合物には、もう蒸発してない物質だけがパーティクルとして存在し、しかしながら揮発性
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の物質は蒸気として存在する。
【００３２】
　希釈システムでは、パーティクルフリーのキャリヤガスをエアゾールへと混合すること
によって、粒子と滴の濃度が減少させられるのに対し、物質的なパーティクルの組成又は
揮発性の滴の固体のパーティクルに対する割合は変化しない。希釈をするために使用され
るパーティクルフリーのキャリヤガスのために、キャリヤガス内に含有されるエアゾール
内に滴又は蒸気として存在する物質の割合が無視可能なほど僅かであると見なすとができ
る。従って、希釈プロセスは、このような物質の蒸気圧を減少させる。全希釈ユニット及
び希釈をするために使用されるパーティクルフリーのキャリヤガスは、加熱することがで
きる。
【００３３】
ａ）による装置（希釈ユニットが後に接続される）の場合、揮発性の物質は、先ず加熱区
間で蒸発させられ、後続の希釈によって、固体のパーティクルの濃度が減少させられるば
かりでなく、この位置で蒸気相内に存在する揮発性の物質の蒸気圧も減少させられる。十
分な希釈の調整によって、この蒸気圧は、揮発性の物質が元のエアゾールの温度へと後続
の冷却を行なう場合でももはや凝縮しないように、強く低減させることができる。従って
、装置から出る物質混合物は、もう固体のパーティクルしか含んでいない。
【００３４】
ｂ）による装置（希釈ユニットが前に接続される）の場合、先ず、固体のパーティクルの
濃度も、揮発性の滴の濃度も、希釈ユニットにおいて低下させられる。次に、後続の加熱
区間では、揮発性の物質が蒸気相へと移行される。十分な希釈の調整によって、揮発性の
滴の濃度は、エアゾールの元の温度へと後続の冷却を行なう場合でももはや凝縮しないよ
うに、加熱区間での蒸発の後、これらの物質の蒸気圧が低いように低下させることができ
る。従って、装置から出る物質混合物は、もう固体のパーティクルしか含んでいない。
【００３５】
　本発明の第２の態様によれば、特性化すべきエアゾールの希釈及び／又は測定ガスの準
備を可能にする方法及び装置が問題であり、測定ガスにおける浮遊粒子の濃度は、確認さ
れる全浮遊粒子量に特有である。
【００３６】
　言及した費用のかかる全流量希釈の原理を断念してもよい場合、測定のために読み取ら
れる試料容積から、設備によって確認される全排気ガス容積を算出しなければならない。
これは、容積流の測定を、測定系統においても主排気系統においても必要とし、並びにこ
の測定の考慮を、データ確認又はデータ評価において必要とする。
【００３７】
　排気ガス流が一定の容積流である場合、データ評価は、比例因数との測定データの乗算
に限定される。しかしながら、一定の場合、排気ガス容積流は、シャシダイナモ上での走
行サイクルの間の車両排出物をほぼ測定する場合に激しい時間的な変動に支配されている
。その際、正確なデータ評価のために、付加的な時間臨界的な影響値が考慮されなければ
ならず、この影響値は、ほぼ、
－排気ガス系統内での容積流測定と、測定計器内での相応のパーティクル煙の到着との間
の時間差、
－測定計器への搬送経路上でのパーティクル煙の（フランク部の）拡散を条件としたぼや
け、
－急速に変化するパーティクル濃度への計器内で実現される測定原理の応答特性、
である。
【００３８】
　これらの要求は、本発明の第２の態様に適合する。
【００３９】
　生ガス通路（主系統）内での容積流測定の測定値は、希釈ユニット内の希釈特性を時間
的に変化させるために使用される。希釈ユニットによって、生ガス通路からの生ガスは、
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配量されて測定ガス通路へと搬送され、その際、搬送は、単位時間毎に搬送される生ガス
量が生ガス通路内の容積流に依存して、生ガス通路内の容積流が大きくなればなるほど増
々大きくなるように調整される。
【００４０】
　従って、希釈ユニットは、排気ガス容積流が多い場合には少ない希釈が行なわれ、これ
に対して、排気ガス容積流が少ない場合には多くの希釈が行なわれ、排気ガス容積流がゼ
ロに下がった場合、希釈特性は、無限になり、即ち、測定計器にはパーティクルフリーの
希釈ガスだけが供給される。
【００４１】
　排気ガス（生ガス通路＝主系統）及び測定ガス（測定ガス通路＝補助系統）の容積流の
測定は、種々の公知の測定原理によって実現することができ、従って、これから入手可能
な測定データの調達を前提とすることができる。
【００４２】
　特に優れた実施形によれば、調整は、希釈ユニットから出るパーティクル流が、その時
間の経過中に排気系統内のパーティクル流に正確に比例する（場合によっては、容積流測
定部及び希釈ユニットからの空間的な間隔によって条件付けられた極僅かな時間差を除い
て比例し、この時間差は、例えば電気的に修正することができる）ように選択される。従
って、希釈ユニットの後に接続された測定計器がパーティクル濃度の時間の経過を測定し
、この時間の経過は、正に排気ガス主系統を経るパーティクル流に相当する。
【００４３】
　既に実現されたテクノロジに基づいた希釈ユニットの実施形は、いわゆる回転式希釈器
（又はカルーセル希釈器）であり、この回転式希釈器の場合、キャビティを備えているデ
ィスクが小さい生ガス容積をパーティクルフリーの希釈ガスへと移行させる（このような
回転式希釈器－タイプＭＤ１９－２Ｅ－は、本特許出願人、即ち、Ｍａｔｔｅｒ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ　ＡＧによって入手可能で有り；相応の情報は、Ｃｈ．Ｈｕｅｇｌｉｎ
，Ｌ．Ｓｃｈｅｒｒｅｒ及びＨ．Ｂｕｒｔｓｃｈｅｒ，Ｊ．Ａｅｒｓｏｌ　Ｓｃｉ．２８
，ｐ．１０４９（１９９７）にて、又は直接製造者にて知ることができる）。ディスクが
ゆっくりと回転すればするほど増々希釈流に達する生ガスが少なくなり、そして増々希釈
特性が高くなる。回転周波数は、ユーザ側の規定値から、例えば希釈ガス流から確認され
、従って、同じ規定値及び変化する測定ガス流の場合、－ほぼ別の測定計器の接続によっ
て－希釈特性が回転周波数を適合させることによって一定のままである。
【００４４】
　ディスクの回転周波数のための上記の制御原理は、排気系統内で測定される容積流も、
回転周波数の計算部へと入るように拡大される。例えば、静止している排気ガスの場合（
「エンジン停止」に相応）、容積流はゼロから測定され、回転周波数のための予調整値は
、容積流値（この場合はゼロ）と乗算され、従って、排気ガスが静止している場合、ディ
スクも回転しない。
【００４５】
　本発明の第３の態様によれば、同様に方法上のあるステップが、粒子数に敏感な比較的
コンパクトなエアゾールのための特性化装置に向かって行く方法及び装置が提供される。
凝縮核カウンタ（ＣＮＣ）が取り付けられており、この凝縮核カウンタの場合、前述の粒
子についての問題は、臨界的な大きさの近傍またはその下で生じる。
【００４６】
　凝縮核カウンタに導入されるエアゾールパーティクルがある程度の最低値を下回った場
合、凝縮プロセスは、蒸気の過飽和度が与えられている場合、全く使用することができな
いか、又は非常にゆっくりでしか使用することができない。従って、このように小さいエ
アゾールパーティクルにおいて凝縮される滴は、大きな出口パーティクル上で凝縮される
滴よりも明らかに小さな直径を有する。
【００４７】
　凝縮核カウンタの通常の運転様式の場合、カウント光学体によって確定される迷光の閃
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光が、迷光の閃光をパーティクルの信号として評価の際に考慮するために、ある程度の最
低強度を備えるかどうかが確定される。これにより、ＣＮＣは、パーティクル濃度を測定
するが、しかしながらそれ自身いかなる値情報も供給しない。この値情報は、必要な場合
、可動性分析器又はディフューザバッテリとの組合せによって得なければならない。
【００４８】
　加えて、本発明の第３の態様によれば、簡単な差別を超えて、迷光パルスの強度は、強
度の頻度分布を確認することができるほど敏感に検出される。
【００４９】
　これにより、本発明のこの態様は、カウント光学体で、小さい滴が著しく低減された強
度の分散信号を発生する特性を利用する。即ち、小さい強度の光パルスの発生は、エアゾ
ール内での小さなパーティクルの発生を示す。「小さい」は、ここでは「直径に関する計
器の検出限度の近傍にある」を意味する。
【００５０】
　「小さい」光パルスの相対的な頻度がある程度の値を越えた場合、これは、検出限度の
範囲内に大量のパーティクル数があることを示し、従って、もはや全パーティクル数の確
実な測定を前提とすることはできない。
【００５１】
　この方法は、パーティクル測定の他のパラメータに依存せず、従って、結果の有効性を
確認するための付加的な基準として使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下に、本発明の実施例を、図面を基にして詳細に説明する。
【００５３】
　図１ａ及び１ｂによる本発明の実施形は、全流量希釈の原理に基づいており、生ガス通
路から流入する全てのガスが、測定ガス通路に供給される。希釈ユニットは、これらの場
合、即ち生ガスに対する希釈ガスの添加部だけから成り、その際、希釈ガスは、特に本質
的に浮遊粒子を含んでいない。
【００５４】
　図１ａによれば、生ガス通路１に流入する浮遊粒子を含有するガスは、加熱区間２で、
揮発性の浮遊粒子が蒸発するように激しく加熱される。燃焼排気ガスの場合、このために
必要な温度は、通常少なくとも約１８０°Ｃ又は少なくとも２００°Ｃである。最大の温
度は、使用される生材料に依存し、例えば約４００°Ｃである。何故なら、温度が高い場
合、触媒の効果が金属表面上で生じ、測定結果を歪曲してしまうからである。望ましい温
度は、例えば約１９０°Ｃ～３５０°Ｃであり、特に望ましいのは、２００°Ｃ～３００
°Ｃの範囲である。加熱区間２に存在する加熱手段は、チューブ加熱部を備えるが、しか
しながらまた他の加熱手段も、例えばガス通路内を延在するフィラメントも考慮可能であ
る。
【００５５】
　希釈ガス通路３を介して、希釈ガスが供給される。希釈ガス通路は、この位置で生ガス
通路に合流し、この位置で、ここに存在する燃焼排気ガスが更に完全に加熱されており、
即ち、例えば依然として１８０°Ｃ又は２００°Ｃ～４００°Ｃの温度範囲内にある。希
釈は、蒸発した揮発性のエアゾールが測定ガス通路４内で再び凝縮することがないことを
生じさせる。
【００５６】
　図１ｂによる装置は、希釈ガス通路３が流動方向で加熱区間２の前に配設されているこ
とによって図１ａによる装置と区別される。
【００５７】
　－非常に概略的にしか示してない－図１ａ及び１ｂによる装置は、異なった様式で使用
できるか、部分的に変更することができる：
－例えば、生ガス通路１に導入されたガスは、例えば燃焼排気ガスとして受ける生ガス全
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体である必要はなく、むしろ、このガスの一部分だけが使用されてもよい。
－希釈ガス通路３に導入されるガス量は、例えば、測定ガス通路４を流れるガス量が常に
一定であるように調整することができる。
－全流量希釈の原理から逸脱して、生ガスの一部分だけを、希釈ガスと共に測定ガス通路
に供給してもよい。このため、更に以下にもう１つの例が続くが、そこでは本発明の第２
の態様と組み合せている。
【００５８】
　本発明の第２の態様の実施形は、図２に示されている。容積流測定手段、例えば第１の
測定プローブ１１は、生ガス通路１内に存在する容積流を確認する。測定結果は、調整器
１２に供給される。この調整器は、希釈ユニット、例えばそれ自身公知のカルーセル希釈
器１３を調整する。希釈ユニットは、測定ガス通路４に生ガス（例えば排気ガス）の一部
分だけが供給されるように、配設及び形成されている。調整は、測定ガス通路４に単位時
間毎に供給される生ガスの量が生ガス通路内の容積流が大きくなればなるほど増々大きく
なるように行なわれる。望ましい実施形によれば、測定ガス通路４に供給される生ガス量
は容積流に比例する。測定ガス通路４に流入する希釈ガスの容積流は、適当な手段（正確
なポンプ、絞り）によって一定に保つことができる。これに対して選択的又は補完的に、
測定ガス通路内に容積流測定手段、例えば第２の測定プローブ１４が存在していてもよく
、その際、その場合は、測定ガス通路に供給される生ガス量は、例えば、生ガス量が希釈
ガスの容積流にも比例するように調整される。
【００５９】
　容積流の測定は、それ自身公知の様式で、例えばホットワイヤフローメータで、ベンチ
ュリ管を介する圧力降下の測定によって、タービンフローメータ等で行なわれる。しかし
ながらまた、既にそれ自身公知の生ガスの容積流に関するデータが処理されるように構成
されていてもよい。例えば、容積流に関する非常に正確なデータは、現代的な内燃機関の
エンジン電気系統内に存在するデータから、例えばターボチャージャの回転数及び充填圧
から確認することができる。この後者の場合、生ガス通路内の容積流の確認をするための
手段は、電子通信手段だけから成り、この通信手段は、エンジン電気系統と接続しており
、これから、容積流データを読み取ることができる。
【００６０】
　図３には、測定ガスを準備するために使用される装置が示されており、この測定ガスは
、揮発性の浮遊粒子を含んでおらず、測定ガスにおける固体の浮遊粒子の濃度は、生ガス
通路内の浮遊粒子量に比例する。この装置は、前に示した本発明の両方の態様の原理を組
み合わせている。
【００６１】
　生ガス通路２１から、２次生ガス通路３１を介してポンプ２６によって生ガスが分岐さ
れる。第１の加熱区間２で、この生ガスは加熱され、引き続き希釈される。希釈は、ここ
ではカルーセル希釈器１３を介して測定ガス通路へと行なわれ、この測定ガス通路－この
図では通路の上の腕－へと希釈ガスが流入する。パーティクルフィルタ２２は、希釈ガス
が浮遊パーティクルフリーであることを保証するために、前に接続されていてもよい。示
した装置では、カルーセル希釈器１３の後に、第２の加熱区間２’が接続されている。第
１及び第２の加熱区間２，２’は、例えば所望の気化のための温度（例えば１８０°Ｃ～
４００°Ｃ）が、先ず第２の加熱区間２’内もしくはその後で達成され、従って、即ち、
第１の加熱区間が、例えば生ガスの温度が２次生ガス通路３１に入る際に露点以下に下が
り、これにより生ガス通路２１内に既に存在しない新しい揮発性のパーティクルが生じる
ことを回避するために、予加熱段として役立つように協働することができる。希釈ガス予
熱区間２”は、例えば、希釈ガスを生ガスとほぼ同じ温度に予熱するために使用すること
ができる。第２の加熱区間２’の前の生ガス及び希釈ガスの温度は、例えば７０°Ｃ～１
６０°Ｃである。
【００６２】
　生ガス通路２１内には、容積流を確認するための第１の測定プローブ１１が存在する。
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調整器１２は、測定ガス通路４への生ガスの供給を、例えば、測定ガス通路４に単位時間
毎に供給される生ガスの量が、生ガス通路２１内の容積流に比例し、これに応じて測定ガ
ス通路内の希釈ガス容積流にも比例するように調整し、後者は、第２の測定プローブ１４
によって確認される。別の測定プローブ２３，２４，２５は、測定ガス通路及び２次生ガ
ス通路内のガスの温度及び圧力の確認のために使用され、これらのプローブによって確認
される値は、同様に調整器１２によって作用を受ける調整部に入力することができる（示
されてない）。
【００６３】
　示された例では、第１の測定プローブ１１が、流動方向に、生ガス通路２１内の２次生
ガス通路３１の分岐部の後に取り付けられている。２次生ガス通路において分岐された生
ガスの量は、多くの場合異なっており、無視することができない。しかしながらまた相応
の修正も行なうことができ、例えば、ポンプ２６がしばしば正確に分かっている単位時間
毎の容積を送り、加えて、測定プローブ２４，２５による圧力及び温度の測定が情報を供
給することもできる。これに対して選択的に、第１の測定プローブ１１は、２次生ガス通
路の分岐部の前に取り付けることができる。
【００６４】
　図面には、更に較正用エアゾールを導入するための接続管２７が図示されている。これ
により、測定ガス通路４内に存在する、又はこの測定ガス通路の後ろに接続された測定シ
ステムを較正することができる。
【００６５】
　希釈ガスとして、－他の全ての実施形におけるように－何か１つのガスを利用すること
ができる。特に、本質的にいかなる浮遊粒子も備えるべきでなく、即ち、浮遊粒子濃度は
、生ガスの浮遊粒子濃度よりもはるかに少なくあるべきである。しばしば、フィルタを通
された空気を希釈ガスとして使用することが有効となる。
【００６６】
　測定ガス通路に続き、測定ガス通路内に存在するエアゾールを特性化するための測定ユ
ニットを接続することができる。この測定ユニットは、種々の物理的な原理に基づき、浮
遊粒子の物理的及び化学的な特性を特性化する。例えば、粒子における光の分散、粒子に
対して拡散させられた電荷、光電的な収量、可動性等が、又は粒子質量も分析することが
できる。異なった複数の測定ユニットを平行に接続することや、事情によっては直列に相
前後して配設することもでき、異なった物理的な原理の組合せは、測定値の表現力を高め
る。測定ガス通路に続き配設することができる測定ユニットのための特に望ましい例は、
更に以下でこれから説明する本発明の第３の態様による凝縮核カウンタである：
【００６７】
　以下で、本発明の第３の態様の実施形を説明する。このため、図４には、概略的に浮遊
粒子をカウントするための凝縮核カウンタが図示されている。凝縮核カウンタは、それ自
身公知であり、従って、器具の詳細及び凝縮核カウンタの機能方法は、ここでは概略的に
しか説明すべきでない。本発明の第３の態様が公知又は新しいそれぞれの凝縮核カウンタ
構造と組み合わせることができることが理解される。一般的に小さい（例えば約１ｌ／ｍ
ｉｎ）一定の測定ガスの量は、測定ガス通路４から分岐される（このために存在する場合
によっては使用されるポンプ、絞り、調整手段等は、ここでは図示されてない）。測定ガ
スは、加熱された飽和器４１（例えば約３５°Ｃの温度）を経て案内され、この飽和器に
おいて、例えばブタノールを含んだスポンジと接触する（当然、ブタノールの代わりに他
の揮発性の物質も考慮可能である）。引き続き、冷却手段４２を備えているコンデンサ４
３（温度：例えば約１０°Ｃ）を経て導かれ、ここでは、そこを支配する温度で過飽和状
態にあるブタノールが、浮遊粒子の表面で凝縮する。しかしながら、冒頭で述べた限定に
基づいて、これは、十分な質量のある程度の最小半径を有する浮遊粒子のためにだけ、そ
の場合である。コンデンサ４３に続き、測定ガスは、流出ノズル４４によって測定室へと
達し、この測定室において、光源４５－典型的にレーザダイオード－によって発生させら
れる光線４７が流出ノズル４４の流出口の直後に位置する測定室に焦点調整される。ブタ
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ノール滴（凝縮核としての浮遊粒子を有する）において分散された光は、焦点調整手段４
６を経由して光検出器４９に達し、分散されない光は、ブラインド４８によって吸収され
る。光検出器によって発生させられる光パルスは、評価ユニット５０に達する。
【００６８】
　本発明によれば、評価ユニット５０において－この評価ユニットは、信号のアナログ及
び／又はデジタルの電子的な増幅、評価及び／又は変調をするための手段並びに電子的な
データ処理手段を有することができる－迷光強度による評価を行なう。即ち、このような
評価は測定の信頼性を指摘することが認められる。図解するために、図５ａ及び５ｂには
、２つのグラフが図示されており、これらの図は、種々の状況のために、ある程度の継続
測定をしている間に確認される測定パルスの頻度（Ｃ）を、パルス強度（Ｉ）の関数で表
す（即ち、グラフは、本来のヒストグラムである）。パルス強度Ｉは、粒子サイズに依存
する。非常に小さいパルス強度は、その表面に十分に凝縮物が堆積することができる粒子
に相応する。
【００６９】
　両方のグラフでは、Ｉｔｈが限界強度を表し、この限界強度の下では、測定結果が何ら
確認できないか、信頼性のある測定結果がもはや確認できない。６１で、測定された曲線
が指示されており、６２で、もはや測定可能でない限界強度の下の領域内の頻度分布が指
示されており、この限界強度は、即ち実際にアプローチ可能でない。その強度が限界強度
の下にあるパルスは、カウントの際に検出されない。
【００７０】
　図５ａは、標準の場合を表す。測定された頻度分布６１の推移から、測定可能でないパ
ルスの頻度（点線６２によって図示されている）が少ないことを、正に大きな信頼性と共
に結論付けることができる。測定された頻度分布６１が大きな強度に起因してＩｔｈにか
けて本質的に降下又は上昇している図５ｂのような場合、これはその場合ではない。ここ
で、測定可能でない領域内の頻度が多いことが考慮されなければならない。これに応じて
、測定可能な領域にあるパルス（図５ｂにおけるような）だけをカウントする測定結果は
、利用することができない。これは、却下すべきものである。
【００７１】
　内燃機関の排気ガス中の固体の浮遊粒子は、本来、常に比較的「大きく」、即ち、その
大きさは、ほとんどそれぞれ現代の凝縮核カウンタの検出限界の下にはない。このための
理由は、燃焼室内を非常に高い固体の浮遊粒子の濃度が支配し、これにより、必然的に集
塊への凝結が行なわれることである。（その他には、例えばガスタービンの場合がその場
合である）。この理由から、「小さい」浮遊粒子の高い濃度は、しばしば以下の２つの意
義の一方を有する：
ａ．未だ揮発性の浮遊粒子が存在する。ここで議論した本発明の第３の態様が、本発明の
第１の態様と組み合わせられた場合、これは、一般的に、機能不良があること、例えば加
熱区間が十分に加熱されていないことを意味する。
ｂ．他の測定方法で更に試験されなければならない「異常な」固体の浮遊粒子が存在する
。このようなものは、例えば燃料内の添加剤によって、例えば時折使用されるセリウム添
加剤によって作用を受けてしまう。
【００７２】
　測定結果が有用であるか又は却下しなければならないかの識別は、頻度分布（パルス強
度の関数での）を基にして種々の様式ですることができる。例えば、限界値の上にある一
定の強度間隔Ｉ内で測定されるパルスの頻度を、確認し、かつ測定された全体強度と関係
付けることができる。強度間隔Ｉ内で測定されるパルスの割合が、ある程度の調整可能な
百分率を上回った場合、測定が却下される。これに対して選択的に、Ｃ（Ｉ）曲線の増加
は、Ｉｔｈの近傍で設定することもでき、また測定は、例えば、この増加が負である場合
に却下すること、又はＣ（Ｉ）曲線の最大値をＩｔｈの時の値と比較することもできる等
々である。
【００７３】
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　従って、本発明のこの第３の態様による装置は、頻度分布を電子的に分析するための手
段を包含し、従って、頻度分布に基づいて、ある程度の限界値の下の粒子の頻度に対する
機能的推理をすることができる。
【００７４】
　要約すると、本発明の第１の態様によれば、揮発性の浮遊粒子は、第１のステップで、
エアゾールが、揮発性の浮遊粒子が蒸発する温度に加熱され、第２のステップで、エアゾ
ールが希釈ガスによって希釈されることによって除去される。第１及び第２のステップの
順番は、交換することができる。第２の態様によれば、生ガスの希釈は、生ガスが、測定
ガスが貫流する測定ガス通路に供給され、その際、単位時間毎に搬送される生ガスの量は
、生ガス通路内の容積流に依存するように、行なわれる。本発明の第３の態様によれば、
凝縮核カウンタ内で、測定される迷光パルスの数ばかりでなく、測定の信頼性に関する表
現をできるようにするために、これらの迷光パルスの強度も評価される。
【００７５】
　第１、第２及び第３の態様を実現するためのユニットは、互いに組み合わせることがで
き、これは、有利な結果をもたらす。しかしながらまた、このようなユニットは、選択的
又は補完的に、－従来技術による、又は新しく開発された－エアゾールの特性化、分離又
は除去をするための別の方法及び装置と組み合わせることもできる。特に、本発明の第１
の態様と第３の態様の組合せは、固体の浮遊粒子だけの粒子数の確実な測定に関して、又
は、本発明の第１の態様と第２の態様の組合せ又は第２の態様と第３の態様の組合せも、
有害な浮遊粒子を測定するための設備の周辺部及びエネルギ消費部の縮小に関して有利で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１ａ】本発明の第１の態様の実施形の概略図を示す。
【図１ｂ】本発明の第１の態様の実施形の概略図を示す。
【図２】本発明の第２の態様の実施形の概略図を示す。
【図３】揮発性の浮遊粒子を含んでおらず、固体の浮遊粒子の濃度が生ガス通路内の浮遊
粒子量に比例する測定ガスを準備するための装置の概略図を示す。
【図４】本発明の第３の態様の実施形の概略図を示す。
【図５ａ】迷光パルスの仮の頻度分布をその強度の関数で示す。
【図５ｂ】迷光パルスの仮の頻度分布をその強度の関数で示す。
【符号の説明】
【００７７】
　　２　　　第１の加熱区間
　　２’　　第２の加熱区間
　　２”　　希釈ガス予熱区間
　　４　　　測定ガス通路
　　１１　　第１の測定プローブ
　　１２　　調整器
　　１３　　カルーセル希釈器
　　１４　　第２の測定プローブ
　　２１　　生ガス通路
　　２２　　パーティクルフィルタ
　　２３　　測定プローブ
　　２４　　測定プローブ
　　２５　　測定プローブ
　　２６　　ポンプ
　　２７　　接続管
　　３１　　２次生ガス通路
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